
庁      議  

              日時： ５月１８日（火）AＭ８：３０ ＜３階大会議室＞ 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

【市長挨拶】 

 

 

 

 

 

【協議事項】 

１ 太田市固定資産評価審査委員会条例の一部改正について         総務部長 

２ 太田市市税条例の一部改正について                  総務部長 

３ 太田市放課後児童クラブ条例の一部改正について            福祉こども部長 

４ 太田市国民健康保険税条例の一部改正について             健康医療部長 

５ 太田市国民健康保険条例の一部改正について              健康医療部長 

６ 太田市介護保険条例の一部改正について                健康医療部長 

７ 太田市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正  都市政策部長 

について 

８ 市道路線の廃止及び認定について                   都市政策部長 

９ 太田市新田クリーンセンター下水道投入施設改造工事請負契約の締結に  都市政策部長 

ついて 

10 財産の取得について（高規格救急自動車）               消防長 

11 太田市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について       企画部長 

12 太田市手数料条例の一部改正について                 市民生活部長 

 

 

【連絡事項】 

１ 令和３年度太田市功労者及び徳行者表彰式の挙行について        秘書室長 

２ 群馬テレビデータ放送情報配信業務の開始について           企画部長 

３ 太田市LINE公式アカウントの開設について               企画部長 

４ 令和２年度相談業務等の実績報告について               市民生活部長 

５ 令和２年度太田市消費生活センター相談実績報告について        市民生活部長 

６ 令和２年度ふるさと納税の受領状況について              市民生活部長 

７ 令和２年度１％まちづくり事業の実績報告について           市民生活部長 

８ 地域の夏まつりの中止について                    市民生活部長 

９ 令和２年度公共交通機関の運行実績報告について            市民生活部長 

10 オーストラリア女子ソフトボール代表チームの事前キャンプ受入れにつ  文化スポーツ部長 

いて 

 

 



 

11 第６期太田市障がい福祉計画及び第２期太田市障がい児福祉計画につい  福祉こども部長 

  て 

12 令和2年度「社会福祉法人に対する一般監査」及び「介護サービス事業  福祉こども部長 

者に対する実地指導」の実施結果の概要について 

13 太田市高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画の策定報告について   健康医療部長 

14 令和２年度の太陽光発電所実績について                産業環境部長 

15 市街地再開発事業に係る都市計画手続きについて            都市政策部長 

16 令和２年度太田市空家等除却補助事業完了の報告について        都市政策部長 

17 令和２年度太田市住宅リフォーム支援事業完了の報告について      都市政策部長 

18 おおた渡良瀬産業団地の分譲契約状況等について            行政事業部長 

19 太田市立小学校、中学校及び義務教育学校管理規則の一部改正について  教育部長 

 

 

【その他】 

１ 新型コロナウイルスワクチンの接種について              健康医療部長 

 

 

 

 
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

◆ 次回庁議予定 ◆５月３１日（月）ＡＭ８：３０～＜９A会議室＞ 案件名報告： ５月１９日 (水)PM5:00 
                                    資 料 提 出：  ５月２４日 (月)PM5:00 



  ５月 １８日 庁議提出案件           資料No.１   
●内 容 【 1.協議事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

               総務部長 氏名 髙島 賢二 内線（TEL）２３００  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

太田市固定資産評価審査委員会条例の一部改正について 

 

 

【 目 的 】 

令和３年度税制改正の大綱（令和２年１２月２１日 閣議決定）において、税務関係書類

における押印義務の見直し（提出者等の押印をしなければならないこととされている地方税

関係書類について、押印を要しないこととする）を行うこととされたことを受けて、所要の

改正を行うものです。 

 

 

【 概 要 】 

１ 改正内容 

・書面審理における押印義務の見直し 

審査申出人の審査申出書への押印義務について定めた第４条第４項を削り、それに伴い

第５項を第４項に、第６項を第５項にそれぞれ繰り上げます。 

・口頭審理における押印義務の見直し 

提出者の口述書への押印義務を定めた第８条第５項中の文言を改めます。 

 

２ 施行期日  公布の日 

 

３ そ の 他  令和３年６月定例会に議案提出予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

【 備 考 】 

 

＊ 問い合わせ先 総務部 総務課 総務係 内線２３１１ ４７－１８１５ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



 ５月１８日 庁議提出案件            資料No.２ 

●内 容 【 1.協議事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会後 】 

               総務部長 氏名 髙島 賢二   内線（TEL）2300  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

【 表 題 】 

   太田市市税条例の一部改正について 

 

【 目 的 】 

   地方税法等の一部を改正する法律（令和３年法律第７号）が令和３年３月３１日に公布された

ことに伴い、太田市市税条例について、所要の改正を行うものです。 

 

【 概 要 】 

１ 個人市民税 

 ⑴ 非課税限度額における国外居住親族の取扱いの見直し 

   ①均等割の非課税限度額（第２４条）・所得割の非課税限度額（附則第５条） 

    ・個人市民税の均等割及び所得割の非課税限度額の基準の判定に用いる「扶養親族」の

範囲について、年齢３０歳以上７０歳未満の非居住者であって次のいずれにも該当しない

者を除外するものです。 

     ア 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者 

     イ 障害者 

     ウ その納税義務者から前年において生活費又は教育費に充てるための支払いを３８万

円以上受けている者 

《上記の非課税限度額の基準の判定に用いる「扶養親族（※1）」の範囲》 

  （※1）その年の１２月３１日現在の年齢で判定。 

  （※2）上記のア～ウに該当する者を除く。 

   ②公的年金等受給者の扶養親族申告書（第３６条の３の３） 

    ・上記①の見直しに伴い、扶養親族申告書の提出義務のある者が有する扶養親族の範囲

に係る規定を整備するものです。 

 ⑵ 特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例（セルフメディケーション

税制）（附則第６条） 

    ・対象となる医薬品の範囲の見直しを行った上で、適用期限を令和９年度まで（現行：令和４

年度まで）、５年延長するものです。 

 ⑶ 特定公益増進法人等に対する寄附金の寄附金税額控除（第３４条の７） 

    ・その対象となる寄附金から、出資に関する業務に充てることが明らかな寄附金を除外する

ものです。 

 ⑷ 施行期日 

     上記⑴：令和６年１月１日   上記⑵⑶：令和４年１月１日 

扶養親族の居住地 ～15歳 16歳～29歳 
30歳～69歳 

70歳～ 
現 行 改 正 後 

国 内 〇 〇 〇 〇 〇 

国 外 〇 〇 〇 ×（※2） 〇 



２  固定資産税 

 ⑴ 課税標準の特例措置（附則第１０条の２） 

    ・特定都市河川浸水被害対策法等に基づき整備された雨水貯留浸透施設に対する固定資産

税の課税標準の特例（地方税法附則第１５条第４６項）の新設に伴い、規定を整備するもので

す。 

対象資産 

現 行 改 正 後 

備 考 
特例率 

特例率 

（参酌基準） 

太田市の特例率 

（案） 

雨水貯留浸透施設

に係る固定資産税 
― 

１/６以上１/２以下 

（１／３） 
１／３ 

 

 ⑵ 施行期日 

   特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律の施行の日 

 

３ その他 

   令和３年６月定例会に議案を提出します。 

 

＊ 問い合わせ先    総務部 市民税課 市民税一係      内線2390 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ47-1932 

                     資産税課 管理・償却資産係  内線2361 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ47-1933 



５月１８日 庁議提出案件 資料No.３
●内 容 【 1.協議事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】

福祉こども部長 氏名 石塚 順一 内線２５００

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

太田市放課後児童クラブ条例の一部改正について

【 目 的 】

放課後児童クラブの新設に伴い条例の一部改正が必要になったため、太田市放課後児童ク

ラブ条例の関係条文について、所要の改正を行うものです。

【 概 要 】

１ 主な改正内容

別表（第２条関係）の一部改正

・新設クラブの追加

※太田市宝泉小放課後児童クラブの利用児童の増加のため

２ 施行期日

令和４年４月１日

（必要な準備行為については、施行前においても行うことができることを附則に規定する。）

３ その他

令和３年６月定例会に議案を提出します。

【 備 考 】

＊ 問い合わせ先

福祉こども部 児童施設課 放課後児童支援係 内線2592 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ47-1924

名 称 位 置

太田市宝泉小第２放課後児童クラブ 太田市由良町１７３８番地１



５月１８日 庁議提出案件              資料No.４  
●内 容 【 1.協議事項  】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

              健康医療部長 氏名 楢原  明憲  内線３４００  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

  太田市国民健康保険税条例の一部改正について 

 

 

【 目 的 】 

１ 新型コロナウイルス感染症の定義を改正するものです。 

２ 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を

負った場合やその影響により、収入の減少が見込まれる場合の国民健康保険税の減免に

ついて規定するものです。 

 

 

【 概 要 】 

１ 改正内容 

（１）新型コロナウイルス感染症の定義の改正（附則第１８項の改正） 

現行の条文では、新型コロナウイルス感染症を「新型インフルエンザ等対策特別措置法

附則第１条の２第１項に規定する新型コロナウイルス感染症」としていますが、同法の

当該条文が削除されたため、改正するものです。なお、定義は直接書き下ろす形としま

す。 

（２）令和３年度における国民健康保険税減免の条文の改正と追加（附則第１９項を２０項

に改正、第１９項を追加） 

新型コロナウイルス感染症のり患により、世帯の主たる生計維持者が死亡し又は重篤な

傷病を負った場合やその影響により、収入の減少が見込まれる場合の国民健康保険税の

減免について規定するものです。減免対象となるのは、令和２年度及び令和３年度賦課

分で、令和３年４月１日から令和４年３月３１日の間に設定された納期限に係る保険税

です。 

 

２ 施行期日  公布の日 

 

３ その他   令和３年６月定例会に議案を提出する予定です。 

 

 

 

 

【 備 考 】 

 

＊ 問い合わせ先  健康医療部 国民健康保険課 保険係 内線2565 47－1825 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



５月１８日 庁議提出案件              資料No.５  
●内 容 【 1.協議事項  】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

              健康医療部長 氏名 楢原  明憲  内線３４００  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

  太田市国民健康保険条例の一部改正について 

 

 

 

【 目 的 】 

  新型コロナウイルス感染症の定義を改正するものです。 

 

 

 

【 概 要 】 

１ 改正内容 

   新型コロナウイルス感染症の定義の改正（附則第５項の改正） 

    現行の条文では、新型コロナウイルス感染症を「新型インフルエンザ等対策特別措置

法附則第１条の２に規定する新型コロナウイルス感染症」としていますが、同法の当該

条文が削除されたため、改正するものです。なお、定義は直接書き下ろす形とします。 

 

 

２ 施行期日  公布の日 

 

 

３ その他   令和３年６月定例会に議案を提出する予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 備 考 】 

 

＊ 問い合わせ先  健康医療部 国民健康保険課 給付係 内線2562 47－1825 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



５月１８日 庁議提出案件 資料No. ６
●内 容 【 1.協議事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】

健康医療部長 氏名 楢原 明憲 内線３４００

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

太田市介護保険条例の一部改正について

【 目 的 】

１ 新型コロナウイルス感染症の定義を改正するものです。

２ 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病

を負った場合やその影響により、収入減になった見込みの場合に介護保険料の減免につ

いて規定するものです。

【 概 要 】

１ 改正内容

（１）新型コロナウイルス感染症の定義の改正（附則第５条第１項の改正）

現行の条文では、新型コロナウイルス感染症を「新型インフルエンザ等対策特別措

置法附則第１条の２第１項に規定する新型コロナウイルス感染症」としていますが、

同法の当該条文が削除されたため、改正するものです。なお、定義は直接書き下ろ

す形とします。

（２）新型コロナウイルス感染症の影響による収入減少等に係る介護保険料の減免規定の改

正と追加（附則第５条第２項を同条第３項に改正、同条第２項を追加）

新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷

病を負った場合やその影響により、収入減になった見込みの場合に介護保険料の減免

について規定するものです。減免の対象期間は、令和３年４月１日から令和４年３月

３１日までの間に設けられた納期限に係るものとなります。

２ 施行日 公布の日

３ その他 令和３年６月定例会に議案提出する予定です。

【 備 考 】

＊問い合わせ先 健康医療部 介護サービス課 介護保険料係 内線2551 47-1948 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ



５月 １８日 庁議提出案件 資料No.７
●内 容 【 1.協議事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】

都市政策部長 氏名 齋藤 貢 内線 ２８００

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

太田市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正について

【 目 的 】

本条例は、建築基準法第６８条の２の規定に基づき地区計画に定められた内容を定めるこ

とにより、地区計画区域内の建築物等の制限を行っているものです。

おおた渡良瀬産業団地は、吉沢原宿地区地区計画が平成２９年１月３１日に策定されてい

ますが、進出企業から地区内のより柔軟な土地活用の要望が寄せられており、産業拠点とし

ての維持及びより活発な企業活動への貢献等のため、地区計画の変更に伴い所要の改正を行

うものです。

【 概 要 】

１ 改正内容（条例別表第２ 吉沢原宿地区）

(1) 規制内容の変更を伴う地区計画の変更

・建築物等の用途の制限

Ａ地区（工業専用地域） ：診療所及び保育所の立地を緩和

Ｂ・Ｃ地区（準工業地域）：病院、診療所、保育所及び一部の店舗の立地を緩和

・壁面の位置の制限

隅切り部分の制限を緩和

(2) 関連法令の改正等による規制内容の変更を伴わない字句の整理

・住居 ⇒ 住宅

・身体障害者福祉ホーム ⇒ 福祉ホーム

２ 施行期日

公布の日から起算して３月を超えない範囲において規則で定める日とします。

３ その他

令和３年６月定例会に議案提出する予定です。

【 備 考 】

＊ 問い合わせ先 都市政策部都市計画課都市計画係 内線2813 ４７－１８３９ ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ



５月１８日 庁議提出案件 資料№８
●内 容 【 1.協議事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期 【 2.委員会・委員会協議会後 】

都市政策部長 氏名 齋藤 貢 内線（TEL）2800

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

市道路線の廃止及び認定について

【 目 的 】

公共事業及び民間開発等に伴う市道路線の廃止及び認定について、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第８条第２項の規定により、議会の議決を求めることを報告するものです。

【 概 要 】

１ 路線内訳（路線名、路線延長）

廃止路線 太田龍舞高原１４２号線 ほか９路線 延長３,２０７ｍ

認定路線 太田龍舞町１４２９号線 ほか９路線 延長１,５７９ｍ

２ そ の 他 道路法第８条第２項の規定により、令和３年６月定例会に議案を提出する予定

です。

【 備 考 】

＊ 問い合わせ先 都市政策部 道路整備課 路政係 内線2713 47－1835ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ



 5月  18日 庁議提出案件           資料No.９  
●内 容 【 1.協議事項 】 

○公 開 【 1.可    】 

○公開時期【 1.庁議後  】 

 

               都市政策部長 氏名  斎藤 貢  内線（TEL） ２８００ 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

太田市新田クリーンセンター下水道投入施設改造工事請負契約の締結について 

 

【 目 的 】 

  太田市新田クリーンセンター 下水道投入施設改造工事にあたり、請負者を選定し契約を

締結するため、議会に上程するものです。 

 

【 概 要 】 

１ 履 行 名 称  太田市新田クリーンセンター下水道投入施設改造工事 

２ 履 行 場 所  太田市新田下田中町１３４２番１地内 

３ 契約締結日  議会議決の日 

４ 履 行 期 間  議会議決の翌日から 令和５年２月２８日まで 

５ 契 約 方 法  指名競争入札（10者） 

６ 予 定 価 格  ２００，５３０，０００円（消費税を含まない） 

７ 落 札 価 格  １７９，３４０，０００円（消費税を含まない） 

８ 落 札 率   ８９．４３％ 

９ 契 約 金 額  １９７，２７４，０００円（内消費税 １７，９３４，０００円） 

10 補 助 金   なし 

11 請 負 者   千葉県千葉市美浜区中瀬二丁目６番地１ 

    JFE環境テクノロジー株式会社 代表取締役 﨑山 芳行 

12 工 事 内 容  (1)土木工   ・管渠工 一式    ・さく井工 一式 

           (2)機械設備工 ・移送ポンプ 一式  ・攪拌ポンプ 一式 

                   ・放流ポンプ 一式   ・取水ポンプ 一式 

                   ・し渣設備 一式 

           (3)電気設備工 ・機械制御盤 一式  ・計装盤 一式 

                  ・汎用ＵＰＳ 一式  ・非常通報装置 一式 

                  ・計装機器 一式   ・現場操作盤 一式 

13 入札参加者  共和化工株式会社関東支店 クボタ環境サービス株式会社（辞退） 

  （１０者）  株式会社クリタス(辞退) 水ingｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ株式会社首都圏支店(辞退) 

    住友重機械エンバイロメント株式会社 月島機械株式会社(辞退) 

    株式会社西原ネオ(辞退) 日立造船株式会社東京本社(辞退) 

    JFE環境テクノロジー株式会社 株式会社ヤマト 

14 そ の 他   ６月定例会に議案提出予定です。 

 



【 備 考 】 

※ 落札率については、落札金額÷予定価格×１００(小数点第３位四捨五入) 

※ 問合せ先 都市政策部 下水道課 施設管理係 内線2683 47－1949 ダイヤルイン 



５月１８日 庁議提出案件 資料No.10

●内 容 【 1.協議事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【2.委員会・委員会協議会後 】

消防本部消防長 氏名 櫻井 修一 外線（TEL）33-0200
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

財産の取得について（高規格救急自動車）

【 目 的 】

車両・資機材ともに老朽化した西部消防署尾島分署の高規格救急自動車(救急尾島１

号車)を更新し、装備の充実強化を図ることを目的とするものです。

【 概 要 】

１ 取得財産 高規格救急自動車 １台

２ 取得の方法 指名競争入札

３ 取得予定価格 ３６，６０５，８００円（消費税込）

４ 契約の相手方 群馬県前橋市城東町一丁目６番地の８

群馬日産自動車株式会社

代表取締役 天野 慎太郎

５ 入札参加者 ２者

群馬日産自動車株式会社、群馬トヨタ自動車株式会社法人部

６ 配置予定先 西部消防署尾島分署

７ 納入期限 令和４年３月３１日（木）

８ 本契約を締結するため、６月定例会に議案提出する予定です。

【 備 考 】

問い合わせ先 消防本部 警防課 警防救助係 内線2312 電話 33-0203



 ５月１８日 庁議提出案件            資料No.11  

●内 容 【 1.協議事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 企画部長 氏名 栗原 直樹 内線 ２２００  
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

太田市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について 

 

 

 

【 目 的 】 

 太田市職員の特殊勤務手当に関する条例（平成１７年太田市条例第６７号）附則第３項

において、「新型コロナウイルス感染症」が新型コロナウイルス感染症を指定感染症とし

て定める等の政令（令和２年政令第１１号）第１条の規定を引用して定義されています

が、同政令が新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う

関係政令の整備及び経過措置に関する政令（令和３年政令第２５号）第１条第１号の規定

により廃止されたことに伴い、「新型コロナウイルス感染症」の定義規定の改正を行うも

のです。 

 

 

 

【 概 要 】 

１ 改正内容 

  （附則第３項の改正） 

現行の条文では、新型コロナウイルス感染症を「新型コロナウイルス感染症を指定感

染症として定める等の政令第１条に規定するもの」としていますが、「病原体がベー

タコロナウイルス属のコロナウイルス（令和２年１月に、中華人民共和国から世界保

健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）

である感染症」に改めるものです。 

 

 

２ 施行日  公布の日 

 

 

３ その他  令和３年６月定例会に議案を提出します。 

 

 

 

 

 

 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先 企画部 人事課 給与厚生係 内線 ２２３３ ４７－１９６１ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



５月１８日 庁議提出案件            資料No.１２  
●内 容 【 1.協議事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

              市民生活部長 氏名 石坂 之敏  内線（TEL）２４００  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

太田市手数料条例の一部改正について 

 

 

【 目 的 】 

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、地方公共団

体情報システム機構が個人番号カードを発行するものとして明確化されたことから、当該個

人番号カードの再交付に係る手数料を廃止するものです。 

 

 

【 概 要 】 

 １ 改正内容 

別表第１個人番号カードの再交付の項を削る。 

 

２ 施行期日   令和３年９月１日 

 

３ 今後の予定  令和３年６月定例会に議案として提出予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 備 考 】 

＊ 問合せ先   市民生活部 市民課 窓口記録１ 内線２４１０ 47-1937ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



５月１８日 庁議提出案件            資料No.１  

●内  容 【 2.連絡事項 】 

○公  開 【 1.可 】 

○公開時期 【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

                   秘書室長 氏名 笠原 淳一 内線（TEL）２２１０  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】  

  令和３年度太田市功労者及び徳行者表彰式の挙行について 

 

【 目 的 】 

  市民の模範とすべき功労者及び徳行者を表彰してその功績をたたえ、本市自治、産業、文

化などの振興、市民福祉の増進、民生の安定向上に資することを目的とします。 

 

【 概 要 】 

１．日 時   令和３年６月２５日（金） 午後３時 

 

２．会 場   太田市民会館 スタジオ 

 

３．被表彰者  功労者 ５６件    徳行者 １６件    計 ７２件 

 

４．出席者   被表彰者、市長、市議会議長、副市長、教育長、企画部長、総務部長 

 

５．次 第     ・開 式 

・表彰状授与 

・主催者挨拶 

・来賓祝辞 

・謝 辞 

・閉 式 

 

 ６．その他    現在、群馬県における警戒度は、５月２１日まで最も高い４となってい

ますが、その後の動向を確認し、予定どおり実施するか、延期するかを判

断します。なお、延期する場合、９月１０日（金）午後３時から同会場に

おける開催を予定しております。 

 

 

【 備 考 】 

問い合わせ先  秘書室 秘書係 内線２２１１ ４７－１８０８ ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



５月１８日 庁議提出案件            資料No. 2   
●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

              企画部長 氏名 栗原 直樹  内線（TEL）２２００  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

【 表 題 】 

群馬テレビデータ放送情報配信業務の開始について 

 

【 目 的 】 

市政情報や災害時の情報を広く市民に周知するため、「群馬テレビデータ放送市町村情報サ

ービス」を活用し、情報発信するものです。 

 

【 概 要 】 

１．データ放送の概要 

 ・群馬テレビを視聴中にリモコンの「ｄ」ボタンを押すことにより、太田市からのお知らせ

を確認できます 

・県内登録自治体数（令和３年５月１１日現在） 

３５市町村のうち６市町（藤岡市、沼田市、中之条町、みなかみ町、長野原町、東吾妻町） 

 ・発信方法：発信する情報を「群馬県総合防災情報システム」に入力 

 ・反映時間：上記システムに入力後、１～２分で反映 

 

２．発信内容 

  （１）平常時：イベント情報、生活関連情報等（９項目まで） 

（広報おおた掲載内容、記者提供記事、各課からの依頼等） 

※２週間に１回程度の情報更新 

  （２）災害時：平常時に加え、避難勧告や避難所情報等の防災情報（２項目まで） 

※災害警戒本部１号以上の配備中に随時情報更新 (別紙①) 

 

３．運用開始日  令和３年６月１日（火）（５月下旬より試験運用開始予定） 

 

４．業務委託料  １，１００，０００円（消費税込み） 

  （予定）    【内訳】初期導入費 ３３０，０００円 

   月額利用料  ７７，０００円 

 

５．今後の対応 

 広報おおたや市ホームページなどを活用しながら、市民への周知を図ります。 

 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先 企画部 広報課 広報係 内線２２５２ ４７－１８１２ ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 

 



コロナ関連情報 ごみの収集日 太田市HP

休日・夜間の医療 子育て 広報おおた

リッチメニュー 

イメージ 

５月１８日 庁議提出案件            資料No.３  
●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

              企画部長 氏名 栗原 直樹  内線（TEL）２２００  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

【 表 題 】 

太田市LINE公式アカウントの開設について 

 

【 目 的 】 

新型コロナウイルス感染症関連情報をはじめ、市民に広く市政情報を発信するためコミュニ

ケーションアプリ「LINE」の公式アカウントを開設するものです 

 

【 概 要 】 

１．LINEの概要 

 ・国内月間アクティブユーザー数：8,600万人（日本の人口の68％以上） 

 ・ユーザーの半数以上が40歳以上。幅広い年齢層に利用されている 

 ・会社員や主婦、学生に多く利用されている 

 

２．太田市LINE公式アカウントの概要 

 ・アカウント名：太田市（LINE ID：@ota_city） 

 ・主 な 使 途： 

  （１）新型コロナウイルス感染症関連情報や市政情報、   

災害情報の発信（週1回程度） 

  （２）リッチメニュー（別紙１）から市HPへアクセス 

・運用開始日：令和３年６月１日（火） 

・使用料：無料（LINE社が提供する地方公共団体プランが   

適用となっているため） 

 

３．今後の対応 

 広報おおたや市HP、チラシ・ポスター、市民向けの通知文への

同封などを活用しながら市民の「友だち登録」（別紙２）を進め

ていきます。 

 

４．その他 

 本市LINE公式アカウントでは、利用者からの個人情報を取り扱うような「予約」や「申請」

といった機能は付加しません。また、ユーザーが当該公式アカウントを使用する際に費用は発

生しません。 

 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先 企画部 広報課 広報係 内線２２５２ ４７－１８１２ ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



 ５月１８日 庁議提出案件           資料No.４ 

●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

              市民生活部長 氏名 石坂 之敏  内線（TEL）２４００  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

  令和２年度相談業務等の実績報告について 

 

【 目 的 】 

  市民そうだん課における令和２年度の相談業務及び陳情について、その結果を報告するも

のです。 

 

【 概 要 】 

 相談業務等件数                          （単位：件） 

名  称 
件         数 

平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

無 料 法 律 相 談 ６８１ ６０５ ６０３ 

市 民 相 談 ８４２ ５４７ ５１３ 

手紙・FAX・電子メール ５０３ ５４７ ７６３ 

陳 情 ３０ ４６ ５０ 

合 計 ２，０５６ １，７４５ １，９２９ 

   

令和２年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、法律相談等は電話での相談とし

ました。来庁しての相談者は減少しましたが、手紙や電子メールでの相談が増加し、合計件

数は前年度に比べて１８４件の増加となりました。 

 

① 無料法律相談については、相続、離婚、金銭の順で相談件数が多くなっています。 

② 市民相談については、近隣、家庭、金銭の割合が多くなっています。 

③ 手紙・電子メールについては、健康（新型コロナウイルス感染症対応等）、こども・

教育、行政サービス等、多岐にわたる要望がありました。 

④ 陳情については、道路・都市整備、市有施設管理の割合が依然として多く、加えて、令

和２年度は健康（新型コロナウイルス感染症対応等）が多く見られました。 

 

【 備 考 】 

 問い合わせ先  市民生活部 市民そうだん課 市民そうだん係 

 内線２４４３ ４７－１８９７ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 

 



  ５月１８日 庁議提出案件           資料No.５ 

●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

                市民生活部長 氏名 石坂 之敏 内線（TEL）２４００  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

  令和２年度太田市消費生活センター相談実績報告について 

 

【 目 的 】 

  太田市消費生活センターの今後の啓発活動や相談業務に活用する目的で、令和２年度 

 の相談内訳と相談概要について集計・分析しましたので、その結果を報告するものです。 

 

【 概 要 】 

 １ 年度別相談件数・・・令和元年度は１，７０９件、令和２年度は１，６５２件、前年度 

             比で５７件減少しました。 

             相談は商品やサービスなど消費生活全般に関する苦情や問合せ

であり、相談内容は年々複雑化、巧妙化してきています。 

 

 ２ 主な相談内訳・・・・ 商品一般（商品の特定ができない相談）１９７件、放送・コン

テンツ等（インターネット利用による有料サイト等の相談）１３

１件、融資サービス（多重債務や借金の相談）８３件です。架空

請求は減少しました。 

 

 ３ 相談概要・・・・・（１）性別では、男性４７．６％、女性４８．０％、団体等４.４％ 

でした。 

            （２）年齢別では、６０歳以上の相談件数が依然として多く、相談

件数全体の３７．１％を占めています。 

            （３）職業別では、給与生活者３８．１％、無職１９.７％、家事

従事者１５．７％の順で多く、契約購入金額の合計は約５億

１千３百万円となり、昨年度比で５％の増となりました。 

            （４）新型コロナ関連では、マスクや消毒液、体温計等の注文のト

ラブルや送り付け、旅行代金や結婚式費用の返金、海産物等

の電話勧誘などの相談が多くありました。 

                          

【 備 考 】 

 

 問い合わせ先   市民生活部 市民そうだん課 消費生活センター 

 内線 ２４４８  ３０－２２２８ ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



 ５ 月 １８日 庁議提出案件            資料No.６ 

●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

              市民生活部長 氏名 石坂 之敏  内線 ２４００  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

令和２年度ふるさと納税の受領状況について 

 

【 目 的 】 

  令和２年度のふるさと納税の全受領状況及び「にいたやま教育応援分」を報告するもので

す。 

 

【 概 要 】 

 １．件数及び受領金額 

     令和２年度   ２，５６６件  １５５，９５０，５００円（前年比239％増） 

     （うち市内      ４９件    ７，５４６，０００円） 

        

〈参考〉過年度の実績 

      令和 元 年度   ７９５件  ６５，１２６，１００円 

平成３０年度   ５７０件  ４９，７００，０００円 

平成２９年度   ６７１件  ４９，９７８，９３２円 

 

 ２．寄附の使い道 

使い道 件数 寄附金額（円） 

美術館・図書館の運営 １，０５０ １２，５０７，０００ 

文化の振興 ２２１ ５，１１９，０００ 

スポーツの振興 １２７ ６３，９５７，０００ 

福祉・健康の増進 ２６９ ５，２５９，０００ 

生活環境の整備 ７８ １，２５３，５００ 

太田市政全般 ７６５ ２６，５８９，０００ 

にいたやま教育応援分 ５６ ４１，２６６，０００ 

合 計 ２，５６６ １５５，９５０，５００ 

 

「にいたやま教育応援分」に係る件数及び受領金額 

      令和２年度      ５６件  ４１，２６６，０００円 

      （うち市内      ３７件   ２，３５８，０００円） 

 

「にいたやま教育応援分」寄附者の応援希望先 

市内公立小・中学校及び指定なし ２５件  ２，６０８，０００円 



内訳   

校名 寄付件数 寄附金額（円） 

太田小学校 ３ １１３，０００ 

鳥之郷小学校 １ ３０，０００ 

南小学校 １ ５００，０００ 

休泊小学校 ２ ２５，０００ 

宝泉小学校 １ １００，０００ 

毛里田小学校 １ １０，０００ 

旭小学校 １ ５０，０００ 

駒形小学校 １ ５０，０００ 

尾島小学校 １ １０，０００ 

木崎小学校 １ １０，０００ 

綿打小学校 １ １５，０００ 

藪塚本町小学校 １ １，０００，０００ 

東中学校 １ ５０，０００ 

南中学校 １ ５００，０００ 

毛里田中学校 １ ２０，０００ 

旭中学校 １ ５０，０００ 

木崎中学校 １ １０，０００ 

太田中学校 １ １０，０００ 

指定なし ４ ５５，０００ 

合   計 ２５ ２，６０８，０００ 

 

市立太田高等学校           ８件  ３，１３０，０００円 

常磐高等学校             ２件     ９０，０００円 

ぐんま国際アカデミー（ＧＫＡ）   ２１件 ３５，４３８，０００円 

 

【 備 考 】 

 

＊ 問い合わせ先  市民生活部 地域総務課 地域コミュニティ係 内線3611、3612    

４７－１９２３ ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



  ５月１８日 庁議提出案件           資料No.７ 
●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

              市民生活部長 氏名 石坂 之敏  内線２４００  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

  令和２年度１％まちづくり事業の実績報告について 

 

【 目 的 】 

１％まちづくり事業は、市民の参画と協働のまちづくりの実践事業であります。市民の自

発的なまちづくり活動を支援し、地域コミュニティをより活性化させようとするものであり、

事業の実績報告を行うものです。 

 

【 概 要 】 

１ 令和２年度事業実績 

区分 令和２年度（Ａ） 令和元年度（Ｂ） 増減 （Ａ）―（Ｂ） 

申請件数 125件 129件 △4件 

採択件数 123件 128件 △5件 

不採択件数 2件 1件 1件 

再提案依頼数 0件 0件 0件 

取下げ件数 9件 0件 件 

総事業費（計画） 56,468,281円 65,428,391円 △8,960,110円 

採択金額 38,157,000円 43,504,000円 △5,347,000円 

実施件数 114件 128件 △14件 

総事業費（実績） 19,870,042円 60,895,776円 △41,025,734円 

決算額 18,969,000円 39,601,000円 △20,632,000円 

 

 

 

 

 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先 市民生活部 地域総務課 地域コミュニティ係 

内線３６１２  ４７―１９２３ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



 ５月１８日 庁議提出案件           資料No.8  
●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

              市民生活部長 氏名 石坂 之敏   内線（TEL）２４００  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

地域の夏まつりの中止について 

 

【 目 的 】 

新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から、地域内交流を図ることを目的に開催してい

る各地域の夏のまつりを中止にするものです。 

 

【 概 要 】 

令和元年度の開催概要及び来場者数 

１ ２０１９おおた夏まつり（北会場・南会場）（１％まちづくり事業） 

・開催期日  令和元年７月１３日（土）、１４日（日） 

・時  間  午後２時～午後１０時（交通規制時間） 

・会  場  太田地区商店街通り（北会場）・太田南一番街大通り（南会場） 

・来 場 者  北会場：約１５万人、南会場：約１７万５千人 

 

２ 第３３回新田まつり 

・開催期日  令和元年８月１０日（土） 

・時  間  午後４時３０分開始 （花火大会 午後８時開始) 

・会  場  新田中央公共地区（新田陸上競技場及びその周辺） 

・来 場 者  約４万５千人 

 

３ 第５２回藪塚まつり 

・開催期日  令和元年８月３１日（土） 

・時  間  午後４時開始 

・会  場  藪塚本町中央運動公園 

・来 場 者  約６千３百人 

※令和２年度の夏まつりは、中止になっております。 

 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先 おおた夏まつり(北会場) 太田行政センター 電話0276-22-2603 

         おおた夏まつり(南会場) 九合   〃   電話0276-45-6978 

         新田まつり       木崎   〃   電話0276-56-1053 

         藪塚まつり       藪塚本町 〃   電話0277-78-2111 



 ５ 月 １８ 日 庁議提出案件            資料No.９    
●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

                 市民生活部長 石坂 之敏  内線 ２４００  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

  令和２年度公共交通機関の運行実績報告について 

 

【 目 的 】 

  本市で運行するシティライナーおおた、おうかがい市バス【どあ宅】、市営無料バスの 

運行実績を報告するものです。 

 

【 概 要 】 

１．シティライナーおおた【３路線：新田線、尾島線、市内循環線】 

（運行事業者：（株）矢島タクシー） 

（１）年度別総事業費、運行補助金及び利用者数の推移 

 総事業費 運行補助金 利用者数 

平成30年度 26,692,288円 19,786,722円 53,351人 

令和元年度 27,574,741円 20,538,365円 52,563人 

令和２年度 25,231,604円 20,261,637円 35,324人 

 

（２）令和２年度路線別内訳 

 総事業費(A) 収入額(B) 
運行補助金 

(C)=(A)-(B) 

収支率

(D)=(B)/(A) 
利用者数 

新 田 線 9,155,835円 3,384,056円 5,771,779円 37.0％ 24,431人 

尾 島 線 8,228,273円 964,858円 7,263,415円 11.7％ 8,286人 

市内循環線 7,847,496円 621,053円 7,226,443円 7.9％ 2,607人 

計 25,231,604円 4,969,967円 20,261,637円 19.7％ 35,324人 

   

２．おうかがい市バス【どあ宅】（運行委託先：（株）矢島タクシー） 

年度別運行委託料、利用登録者数及び延べ利用者数の推移 

 運行委託料 利用登録者数 延べ利用者数 

平成30年度 56,360,220円   3,703人   32,556人 

令和元年度 56,019,369円   3,984人   31,647人 

令和２年度 31,558,518円  2,002人   17,130人 

   



 

３．市営無料バス 

年度別総利用者数の推移 

 西バス系統 東バス系統 韮川鳥之郷線 宝泉新田線 合 計 

平成30年度 27,007人 11,369人 － － 38,376人 

令和元年度 34,857人 15,673人 － － 50,530人 

令和２年度 25,999人 8,674人 1,957人 1,907人 38,537人 

 

 

【 備 考 】 

 

＊ 問い合わせ先 市民生活部 交通対策課 交通対策係 内線２４３１ 

 ４７―１８２６ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



５ 月１８ 日 庁議提出案件 資料No.１０
●内 容 【2.連絡事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】

文化スポーツ部長 氏名 村岡 芳美 内線（TEL）３６００

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

オーストラリア女子ソフトボール代表チームの事前キャンプ受入れについて

【 目 的 】

オーストラリア女子ソフトボール代表チームの東京２０２０オリンピックにおける事前

キャンプについて、その概要を報告するものです。

【 概 要 】

１ 事前キャンプ概要

⑴ 期 間 令和３年６月１日（火）～７月１７日（土） ４７日間

⑵ 受入人数 ３３名（選手・スタッフ含む）

⑶ 練習内容 実業団チームとの練習試合を中心として実施

⑷ 練習会場 運動公園野球場 など

２ 新型コロナウイルス感染症対策等

国のホストタウン等における感染症対策に従い、三密の回避、マスクの着用、手洗い・

消毒、換気の徹底、滞在場所における市民等との動線の分離等、新型コロナウイルス感

染症防止に努め、選手等がベストコンディションで大会に臨めるように、万全の態勢で

受入れられるよう準備を進めます。

【 備 考 】

＊ 問い合わせ先 文化スポーツ部 文化スポーツ総務課 総務係

内線３６２１ ４７－１８５２ ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ



５ 月 １８日 庁議提出案件           資料No.11  
●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

             福祉こども部長 氏名 石塚 順一   内線（TEL）２５００  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

  第６期太田市障がい福祉計画及び第２期太田市障がい児福祉計画について 

 

【 目 的 】 

  障がい福祉サービスに係る数値目標を設定することにより、障がい者が自立し、安心し

て地域で暮らすことのできる仕組みを充実させるとともに、障がい者福祉の一層の向上を

図ることを目的として、障害者総合支援法の規定により「第６期太田市障がい福祉計画」

を策定しました。 

  また、障がい児通所支援及び相談支援の体制の確保とその他障がい児通所支援及び障が

い児相談支援を円滑に実施することを目的として、児童福祉法の規定により「第２期太田

市障がい児福祉計画」を策定しました。この計画は市町村障害福祉計画と一体的に策定す

ることが可能とされているものです。 

 

【 概 要 】 

１ 計画期間  令和３年度から令和５年度まで 

 

２ 第６期太田市障がい福祉計画・第２期太田市障がい児福祉計画 

  第１章 計画の策定にあたって 

   第２章 障害のある人の状況 

   第３章 自立支援システムの全体像 

   第４章 成果目標（令和５年度末の基本目標） 

   第５章 活動指標（障がい福祉サービス等の見込み量） 

   第６章 地域生活支援事業の必要量の見込み 

   第７章 計画の推進 

 

３その他 

  第６期太田市障がい福祉計画・第２期太田市障がい児福祉計画については、関係機関等

へ後日配布予定です。 

 

 

 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先 福祉こども部  障がい福祉課  自立支援係 内線 2518 

 



  ５月 １８日 庁議提出案件          資料No.１２ 
●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】  

              福祉こども部長 氏名 石塚 順一  内線 ２５００   

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

【 表 題 】 

令和２年度「社会福祉法人に対する一般監査」及び「介護サービス事業者に対する実地指導」

の実施結果の概要について 
 

【 目 的 】 

社会福祉法人に対する一般監査（根拠：社会福祉法第５６条第１項）及び介護サービス事業

者に対する実地指導（根拠：介護保険法第２３条）について、令和２年度における実施結果の

概要を報告するものです。 
 

【 概 要 】 

１か所当たり原則３年に１回の頻度で、事業所等に赴いて実施。（新型コロナウイルス感染

による重症化リスクの高い高齢者の入所施設を経営する社会福祉法人及び指定地域密着型（介

護予防）サービス事業者の実施を見送る。）指摘区分は次の２段階。 

・ 文書指摘：法令又は通知等の違反で、改善報告を要するもの 

・ 口頭指摘：法令又は通知等の軽微な違反、又は上記の文書指摘に該当しない違反 
  

１ 社会福祉法人に対する一般監査の結果（実施数・指摘数）      小数点第二位以下四捨五入 

年度 
対象数 
＊年度末現在 

実施数 
文書指摘数 

（法人あたり平均） 
口頭指摘数 

（法人あたり平均） 
合計 

（法人あたり平均） 

令和２年度 ５２法人 １４法人 
４３件 

（３．１件） 

８８件 

（６．３件） 

１３１件 

（９．４件） 

〈参考〉 

令和元年度 
５２法人 ２０法人 

６５件 

（３．３件） 

１２３件 

（６．２件） 

１８８件 

（９．４件） 

２ 介護サービス事業者に対する実地指導の結果（実施数・指摘数） 

（１）指定地域密着型（介護予防）サービス事業者           小数点第二位以下四捨五入 

年度 
対象数 

  ＊年度末現在 
実施数 

文書指摘数 
（事業者あたり平均） 

口頭指摘数 
（事業者あたり平均） 

合計 
（事業者あたり平均） 

令和２年度 ８７事業者 ０事業者 ― ― ― 

〈参考〉 

令和元年度 
８９事業者 ２４事業者 

３７件 

（１．５件） 

８４件 

（３．５件） 

１２１件 

（５．０件） 

（２）指定居宅介護支援事業者                    小数点第二位以下四捨五入 

年度 
対象数 

  ＊年度末現在 
実施数 

文書指摘数 
（事業者あたり平均） 

口頭指摘数 
（事業者あたり平均） 

合計 
（事業者あたり平均） 

令和２年度 ６６事業者 ２０事業者 
１０件 

（０．５件） 

１５件 

（０．８件） 

２５件 

（１．３件） 

〈参考〉 

令和元年度 
６２事業者 ２２事業者 

２２件 

（１．０件） 

２８件 

（１．３件） 

５０件 

（２．３件） 

 

【 備 考 】 問い合わせ先  福祉こども部 社会福祉法人監査室 監査指導係  

内線２５３１ ４７－３３６３（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ） 



 ５月１８日 庁議提出案件           資料No. 1３  
●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

              健康医療部長 氏名 楢原 明憲  内線３４００   

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

   太田市高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画の策定報告について 

 

 

【 目 的 】 

   太田市の高齢者を対象とした施策を、総合的かつ計画的に推進するとともに、介護保険

事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するために、令和３年度から令和５年度の事業計

画を策定したものです。 

 

 

【 概 要 】 

１ 計画期間 

  第８期計画 令和３年度から令和５年度までの３年間 

２ 策定経過 

  Ｒ２年３月 在宅介護実態調査（～6月） 

     ７月 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査実施（7/1～7/31） 

８月 第１回介護保険運営協議会・事業計画策定委員会 

 11月 第２回介護保険運営協議会・事業計画策定委員会 

12月 意見公募（12/10～1/12） 

    Ｒ３年１月 第３回介護保険運営協議会・事業計画策定委員会 

          意見公募公表（3件） 

       ３月 第８期介護保険料改定に伴う介護保険条例の一部改正 

          事業計画策定完了（はつらつプラン２１（計画書）完成） 

３ はつらつプラン２１（計画書）配布計画 

    群馬県、太田保健福祉事務所、県内１１市、大泉町、足利市、佐野市、 

    太田市議会、太田市介護保険運営協議会、太田市地域包括支援センター運営協議会、

市役所関係各課、情報コーナー、行政センター、介護保険施設等 

発行部数  ５００部 

 

 

【 備 考 】 

＊問い合わせ先  健康医療部  介護サービス課  介護サービス係 内線2553 47-1939 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 

                    



 ５月１８日 庁議提出案件           資料No.１４  
●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

              産業環境部長 氏名 飯塚史彦  内線（TEL）２６００  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

 令和２年度の太陽光発電所実績について 

 

 

【 目 的 】 

 令和２年度のおおた太陽光発電所、おおた鶴生田町太陽光発電所、おおた緑町太陽光発電所 

の実績を報告するものです。 

 

 

【 概 要 】 

 １ 令和２年度実績 

 

発電所名 

 

 

売電量（kwh） 

 

 

売電額（円） 

 

 

CO2削減量（t） 

 

 

おおた太陽光発電所 

 

 

1,968,528 

 

 

86,615,232 

 

 

921.3 

 

おおた 

鶴生田町太陽光発電所 

 

1,909,800 

 

 

  84,031,200 

 

 

893.8 

おおた 

緑町太陽光発電所 

 

   2,130,903 

 

 

93,759,732 

 

 

997.3 

 

 

     計 

 

 

6,009,231 

 

 

264,406,164 

 

 

2,812.4 

 

  ２ 令和２年度実績の月別詳細   別紙のとおり 

 

 

 

 

【 備 考 】 

 

＊ 問い合わせ先  産業環境部 環境政策課 環境企画係 内線2621 47-1953ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



 ５月 １８ 日 庁議提出案件            資料No.15 
●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

              都市政策部長 氏名 齋藤 貢  内線（TEL）２８００ 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

  市街地再開発事業に係る都市計画手続きについて 

 

【 目 的 】 

 太田駅南口地区内において、高度利用地区及び第一種市街地再開発事業の都市計画決定

を行い、民間施行による市街地再開発事業の実施を促し、土地の合理的かつ健全な高度利

用と中心市街地における賑わいの創出を図るものです。 

 

【 概 要 】 

１ 内 容 ①太田都市計画高度利用地区【変更】（太田駅南口第三地区） 

②太田都市計画第一種市街地再開発事業（太田駅南口第三地区） 

 

（参考）高度利用地区・・・用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市

機能の更新とを図るため、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、

建築物の建蔽率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面

の位置の制限を定める地区。なお、第一種市街地再開発事業は、高度

利用地区等の区域内でなければ施行できない。 

 

２ 区 域 上記①②ともに同一区域で、面積は約１．６ha。 

 

３ 今後のスケジュール（予定） 

県事前協議（事務連絡会）    令和３年 ４月～５月 

関係権利者等への説明         ５月～６月 

都市計画原案の閲覧及び案の縦覧        ６月～７月 

市都市計画審議会          ８月 

都市計画決定告示          ８月 

 

 

 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先 

 都市政策部 まちづくり推進課 整備推進係 内線２８２１ ４７－３３２０ ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 

 

 



５月１８日 庁議提出案件 資料No.16
●内 容 【 2.連絡事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】

都市政策部長 氏名 齋藤 貢 内線（TEL）２８００

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

令和２年度太田市空家等除却補助事業完了の報告について

【 目 的 】

空き家を除却する市民に対し補助金を交付することにより、空き家所有者の自発的な除

却及び土地の利活用を促進し、地域の活性化を図る事を目的として制定された「太田市空

家等除却補助金」の令和２年度事業が完了したので報告するものです。

【 概 要 】

１．補 助 件 数 ９８件（申請件数 １００件 うち取り下げ等件数 ２件）

２．申 請 期 間 令和２年４月１３日から令和２年９月３０日

３．完了報告期限 令和３年２月２８日まで

４．補助交付金額 ４７，５３１千円

５．対象工事費 １４９，５８５千円

６．空家等の種別 ① 苦情等により市で指導している空家等 １６件

② 一般の空家等 ８２件

【 備 考 】

* 問い合わせ先

都市政策部 まちづくり推進課 空家対策係 内線２８２３ ４７－１８４３ ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ



５月１８日 庁議提出案件 資料No.17
●内 容 【 2.連絡事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】

都市政策部長 氏名 齋藤 貢 内線（TEL）２８００

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

令和２年度太田市住宅リフォーム支援事業完了の報告について

【 目 的 】

市内施工業者を利用して自宅をリフォームする市民に対し、経済対策の一環として、太

田市住宅リフォーム支援事業補助金（太田市金券）を交付することにより、市民の居住環

境向上及び市内の経済活性化を図ることを目的として制定された令和２年度の「太田市住

宅リフォーム支援事業」の全てが完了しましたので、事業の実績を報告するものです。

【 概 要 】

１．補 助 件 数 ６５７件（申請件数 ７１６件、うち工事中止等件数５９件）

２．申 請 期 間 令和２年６月１５日から令和２年９月３０日

３．工 事 期 間 令和３年２月２６日までに完了したもの

４．補 助 金 額 １０７，４８７千円

５．補助対象(工事)額 ５９０，０３４千円

６．対象工事種別 ①塗装工事 ②内装工事 ③水回り工事 ④外壁工事 ⑤建具工事

⑥屋根工事 ⑦電気設備工事 ⑧畳工事

※対象工事種別は多い順で、一申請につき工事内容の重複有り

【 備 考 】

＊ 問い合わせ先

都市政策部 まちづくり推進課 空家対策係 内線２８２５ ４７－１９５５ ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ



 ５月１８日 庁議提出案件           資料No.18   
●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

              行政事業部長 氏名  鈴木 聡  （TEL）0277-78-2842 

 

 

【 表 題 】 

 おおた渡良瀬産業団地の分譲契約状況等について 

 

 

【 目 的 】 

  本市の新たな産業拠点として造成済みのおおた渡良瀬産業団地について、早期分譲を図

るため随時募集を行い、事業主体である太田市土地開発公社と企業との間で分譲契約を締

結いたしましたので報告するものです。 

 

 

【 概 要 】 

１ 企業選定  太田市企業選定委員会において、下記の業者が選定されました。 

 

２ 分譲契約状況 

（１）分譲区画 

区画 選定企業名 操業内容 分譲面積 分譲単価 

H-1 関東建設工業㈱ 倉庫 19,806.26㎡ 
24,200円/㎡ 

（約80,000円/坪） 

（２）分譲契約締結日  令和３年５月１７日 

            

３ 分譲予約契約の契約解除合意状況 

 （１）分譲予約契約解除区画 

区画 企業名 操業内容 予約面積 分譲単価 

H-1 中一陸運㈱ 倉庫 19,800㎡ 
24,200円/㎡ 

（約80,000円/坪） 
 

（２）契約解除合意契約締結日  令和３年４月７日 

 

 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先  行政事業部 用地管理課 管理係 ０２７７-７８-２８４２ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



 ５月１８日 庁議提出案件           資料No.１９     
●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

              教育部長 氏名 春山  裕 （TEL）20-7085  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

 

    太田市立小学校、中学校及び義務教育学校管理規則の一部改正について 

 

 

【 目 的 】 

 

   義務教育段階において一定の男女のバランスを保障するため、学校管理規則の一部を

改正し、太田市立太田中学校の募集定員を男女同数とするものです。また同校の編入学

について、生徒定員の範囲内において入学を許可することを明記するものです。 

 

 

【 概 要 】 

 

  １ 改正内容   

    第２７条の３の生徒定員を男子５１名、女子５１名（計１０２名）とする。 

    第２７条の８に「その生徒定員の範囲内において」を加える。 

 

  ２ 施行年月日（予定） 

     令和４年４月１日   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 備 考 】 

 

＊ 問い合わせ先 教育部 学校教育課 指導係 内線 ５５－２１２８ ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 


